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青森県最低賃金の改正について 

  

青森県内で働くすべての労働者に適用される「青森県最低賃金」については、本日官報

に公示されたため、 

改正後の最低賃金  １時間８５３円 

効力発生日   令和４年１０月５日 

となります。 

  

青森労働局、県内各労働基準監督署及び公共職業安定所においては、県内で働くすべて

の労働者、県内で事業を営むすべての使用者の方々にこの最低賃金が適用されることから、

今後、様々な広報手段を用いて周知を図ってまいります。 

 

また、事業場内の最低賃金を引き上げ、生産性向上に取り組んだ場合に支給される業

務改善助成金（別添リーフレット参照）について、特例的な要件緩和・拡充が行われた

ことなど、中小企業・小規模事業者が継続的に賃上げしやすい環境整備を支援する制度

についても、併せて周知を図ってまいります。 

  

令和４年９月５日（月） 

【照会先】 

青森労働局労働基準部 

賃金室長  八木澤 朋宏 

室長補佐  嘉賀 昭子 

（電話）017‐734‐4114（直通） 

 



 

参 考 

 

１ 最低賃金制度とは 

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その

最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないと義務付けられているものです。 

  したがって、使用者が労働者に対し最低賃金未満の賃金しか支払っていなかった場合、

その使用者は最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。また、この場合、使用

者に対して罰則(５０万円以下の罰金)が定められています。 

 

２ 最低賃金の公示と発効について 

最低賃金法第１４条第２項に基づき、最低賃金の改正決定は、公示（官報に掲載）の

日から起算して３０日を経過した日から、その効力が生じることとなり、今年度は、

公示が９月５日、効力の発生が１０月５日となります。 

 

３ 令和４年度青森地方最低賃金審議会の審議経緯（参照：別紙） 

青森地方最低賃金審議会（会長 石岡隆司（いしおかりゅうじ））は、本年７月７日、

青森労働局長から「青森県最低賃金の改正決定について」の諮問を受けたため、青森

県最低賃金専門部会を設置して調査審議を重ね、本年８月９日に「時間額８５３円」

とする旨の答申を青森労働局長に行いました。 

その後、答申の内容についての異議申出があったことから、本年８月２５日に、青森

労働局長から青森地方最低賃金審議会に、異議申出に係る諮問を行い、同日、青森地

方最低賃金審議会において審議し、「令和４年８月９日付け答申どおり決定することが

適当である」旨の答申を青森労働局長に行いました。 

 

４  青森県最低賃金の推移 

 

年度 時間額 

(円) 

発効年月日 年度 時間額

(円) 

発効年月日 

平成 25 ６６５ 平成 25年 10月 24日 平成 30 ７６２ 平成 30年 10月 4日 

平成 26 ６７９ 平成 26年 10月 24日 令和元 ７９０ 令和 元年 10月 4日 

平成 27 ６９５ 平成 27年 10月 18日 令和２ ７９３ 令和 2年 10月 3日 

平成 28 ７１６ 平成 28年 10月 20日 令和３ ８２２ 令和 3年 10月 6日 

平成 29 ７３８ 平成 29年 10月 6日 令和４ ８５３ 令和 4年 10月 5日 

 

 

 

 

 



 

 

別紙 

 青森県最低賃金決定の仕組み 

      青森労働局長             青森県地方最低賃金審議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ９月５日 

          

（３０日間） 

 

               １０月５日 

 

答申 答申要旨の公示 

異議申出 

改定額の 
決定・公示 
９月３日 

（異議の申出
があった場合） 

諮問 

 
審議 
↓ 
答申 

効力発生 

諮問 調査審議 



※「生産性」とは、企業の決算書類から算出した労働者１人当たりの付加

価値を指します。助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性

と、その３年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水

準を超えている場合等に、加算して支給されます。

事業場内最低賃金920円未満の事業場も賃

金引き上げ労働者数10人以上の助成上限

額区分を利用できます。

(a) 特例対象事業者の追加

「原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等外的要因に

より利益率※が前年同月に比べ３%ポイント以上低下した事業

者」を特例の対象事業者に追加します。

※売上高総利益率または売上高営業利益率（申請前３か月のうちの任意の1か月の

総利益または営業利益の金額を売上高で除した率）

(b) 売上高等が減少している

事業者の要件緩和

「新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少して

いる事業者」の要件を緩和します。

・売り上げ減少幅 ：「30％」→「15％」

・売上高の比較対象期間：「2年前まで」→「3年前まで」

(c) 助成上限区分の緩和
(a)(b)いずれかの要件を満たす事業者は賃金引き上げ労働者数

10人以上の助成上限額区分を利用できます。

(d) 助成対象経費の要件緩和

特例で助成対象経費となる自動車の要件を緩和します。

「定員11人以上」→「定員7人以上又は車両本体価格200万

円以下」

事業場内最低
賃金

助 成 率
生産性※要件を
満たした事業者

の助成率

9 2 0円以上 3/4 4/5

8 7 0円以上
9 2 0円未満

4/5 9/10

8 7 0円未満 9/10

交付申請書・事業実施計画

などを事業場所在地を管轄

する都道府県労働局に提出

交付決定後、提出

した計画に沿って

事業実施

労働局に事業実施

結果を報告

助成金支給までの流れ

審査・
交付決定

支
給

業務改善助成金（通常コース）のご案内
「原材料高騰により利益が減少した事業者」への特例拡大など制度が充実します

業務改善助成金（通常コース）は、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）の引き上げ、設備投

資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。新型コロナウイルス

感染症の影響により売上高が減少している事業者に対しては、助成対象経費が拡大される特例が設けら

れています。

審査

２．最低賃金が低い事業者への助成率が引き上げられます

１．原材料高騰等の要因により利益が減少した事業者に特例が適用されます

新型コロナの影響で売上高等が減少した事業者が特例を受けやすくなります

拡充のポイント

事業内最低賃金

引き上げ

原材料費の高騰などで利益が減少した事業者に、特例を適用するなど、拡充を行いましたので、ぜひご

活用ください。

設備投資等
機械設備、コンサルティング

導入、人材育成・教育訓練

費用の一部

を助成

事業場内最低
賃金

助 成 率
生産性※要件を
満たした事業者

の助成率

９００円以上 3/4 4/5

９００円未満 4/5 9/10



※申請期限：令和５年１月31日

コース区分 引き上げ額 引き上げる労働者数 助成上限額 助成対象事業場

3 0 円コース 30円以上

１人 ３０万円

以下の要件を両方満
たす事業場

• 事業場内最低賃金
と地域別最低賃金
の差額が30円以内

• 事業場規模100人
以下

２～３人 ５０万円

４～６人 ７０万円

７人以上 １００万円

10人以上※ １２０万円

4 5 円コース 45円以上

１人 4 5万円

２～３人 7 0万円

４～６人 1 0 0万円

７人以上 1 5 0万円

10人以上※ 1 8 0万円

6 0 円コース 60円以上

１人 6 0万円

２～３人 9 0万円

４～６人 1 5 0万円

７人以上 2 3 0万円

10人以上※ 3 0 0万円

9 0 円コース 90円以上

１人 9 0万円

２～３人 1 5 0万円

４～６人 2 7 0万円

７人以上 4 5 0万円

10人以上※ 6 0 0万円

働き方改革推進支援資金

日本政策金融公庫では、事業場内最低賃金の引き上げに取り組む方に、設備資金や

運転資金の融資を行っています。

詳しくは、事業場がある都道府県の日本政策金融公庫の窓口にお問い合わせください。

• 過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。

• 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。

• 事業完了の期限は、令和５（2023）年３月31日です。

日本政策金融公庫
店舗検索ページ

（R4.９.１）

※ 10人以上の上限額区分は、以下の①、②または③のいずれかに該当する事業場が対象となります。

①賃金要件：事業場内最低賃金920円未満の事業場

②生産量要件：

売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近３か月間の月平均値が前年、前々年または３年前の同じ月に比べて、

15％以上減少している事業者

③物価高騰等要件：

原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前３か月間のうち任意の１月の利益率が

３％ポイント以上低下している事業者

各コースの概要

注意事項

交付申請書等の提出先は管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）です

業務改善助成金についてご不明な点は、下記のコールセンターまでお問い合わせください。

業務改善助成金コールセンター

電話番号：0 1 2 0 - 3 66 - 4 40（受付時間 平日 8:30～17:15）

その他詳細は厚生労働省ウェブサイトをご覧ください 業務改善助成金 検 索

お問い合わせ



業務改善助成金（特例コース）のご案内
対象期間延長とともに

「原材料高騰により利益が減少した事業者」も助成対象になりました

• 申請日までに賃金の引き上げを完了している必要があります。

• 賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引き上げを行い、その差額が支払われた

場合は30円以上の引き上げがされたものとして取り扱います。

 就業規則等で、引き上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定め、引き上げ後

の賃金額を支払っていること

就業規則等がない場合は､「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます。

 生産性向上等に役立つ設備投資等を行い、その費用を支払うこと
生産性向上に役立つ設備投資等を行う取り組みに関連する費用として、業務改善計画に計上された経費（関

連する経費）がある場合は、その費用も支払う必要があります。

以下の要件をいずれも満たす必要があります。

１．申請期限と賃上げ対象期間を延長します

２．対象となる事業者を拡大し、助成率も引き上げます

『業務改善助成金特例コース』は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が30%以上減少し

た中小企業事業者等を支援する助成金です。

対象期間と申請期限を延長し、原材料費の高騰などで利益率が５％ポイント以上低下した事業者を対象

に追加するなどの拡充を行いましたので、ぜひご活用ください。

変 更 前 変 更 後

申請期限 令和４年７月29日まで 令和５年１月31日まで

賃 上 げ

対象期間

令和３年7月16日から

令和３年12月31日まで

令和３年７月16日から

令和４年12月31日まで

支給要件

 以下の①または②のいずれかを満たす事業者であること

① 新型コロナウイルス感染症の影響で、売上高または生産量等を示す指標が、比較対象期間より30％以上

減少している事業者

・比較する売上高等の生産指標：令和３年４月～令和４年12月の間の連続した任意の3か月間の平均値

・比較対象期間：前年、前々年または３年前の同期

② 原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により令和３年４月から令和４年12月のうち

任意の１月における利益率が５％ポイント以上低下した事業者

 令和３年７月16日から令和４年12月31日までの間に、事業場内最低賃金を30円以上引き上げること

引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業者に限ります。

以下の要件をいずれも満たす必要があります。対象となる事業者（事業場）

助成対象事業者

の追加

「原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により利益率※が前

年同月に比べ５％ポイント以上低下した事業者」を追加します。

※売上高総利益率または売上高営業利益率（令和３年４月から令和４年12月のうち、任意

の１か月の総利益または営業利益の金額を売上高で除した率）

売上高等の

比較対象期間

見直し

売上高等が30%以上減少した事業者の売上高等の比較対象期間を見直します。

見直し前：令和３年４月から［令和３年12月まで］

見直し後：令和３年４月から［令和４年12月まで］
※比較対象期間を２年前まで→３年前までに変更

助成率の

引き上げ
【一律3/4】を､事業場内最低賃金額が920円未満の事業者は【4/5】に
引き上げます。

拡充のポイント



（R4.９.１）

引き上げる
労働者数

上 限 額

1人 3 0万円

2人～3人 5 0万円

4人～6人 7 0万円

7人以上 1 0 0万円

助成金の要綱・要領や、申請書の様式、記載例等はウェブサイトからダウンロードできます。

特例コースの概要

[参考]

日本政策金融公庫では､事業場内最低賃金の引

き上げに取り組む方に対して、設備資金や運転

資金の融資を行っています。

詳しくは、事業場がある都道府県の日本政策金

融公庫の窓口にお問い合わせください。

担当部署：

各都道府県日本政策金融公庫

交付申請書等の提出先は管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）です

助成額・助成率

助成額 最大100万円 ※ 対象経費の合計額×助成率

助成率

事業場内最低賃金により異なります。

920円未満：４／５

920円以上：３／４

A 生産向上等に資する

設備投資等

機械設備※１、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など

※１：PC、スマホ、タブレットの新規購入、乗車定員７人以上又は車両

本体価格200万円以下の自動車なども対象（自動車は乗車定員

11人以上から拡充）

B 業務改善計画に計上された

関連する経費※２

広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設

など

※２：「関連する経費」への助成は生産性向上等に資する設備投資等の額を上回らない範囲に限られます

助成対象

助成金支給までの流れ

交付申請書・事業実施計画などを提出する

・提出先：事業場所在地を管轄する都道府県

労働局 雇用環境・均等部(室)

・締め切り：令和５(2023)年１月31日(火)

申請期限を延長する場合は、別途お知らせします。

予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を

終了する場合があります。

交付決定後、提出した計画に沿って取り組み

を実施

交付決定前に行った設備投資等は助成対象外です。

支給

審査

労働局に事業実施結果を報告

交付額確定後、労働局に支払い請求を提出

審査

助成額の上限

業務改善助成金についてご不明な点は、下記のコールセンターまでお問い合わせください。

業務改善助成金コールセンター

電話番号：0120 - 366 - 440（受付時間 平日 8:30～17:15）

その他詳細は厚生労働省ウェブサイトをご覧ください 業務改善助成金 検 索

お問い合わせ


